
提出いただいた意見とそれに対する県の考え方 

 

 

１  意見募集期間  

平成３０年７月９日（月）から平成３０年８月８日（水） 

 

２ 意見の件数 

１２件（３名） 

 

３ 意見の内容と県の考え方 

（１）今後の施策の推進に関するもの 

番号  意 見 の 内 容 意見に対する県の考え方  

１  

本県は、他県より高齢化が進んでお

り、高齢者等に対する見守りが重要で

ある。地域での見守り活動を進めるた

め、県レベルでも、企業への働きかけ

など、一層の取組をお願いする。  

 地域住民と密接な関わりを持つ生活

関連事業者等と連携した見守りネット

ワークの充実を図るなど、地域におけ

る重層的な見守り体制を強化してまい

ります。  

２  

団塊の世代が退職時期を迎える中、

今後ボランティアを希望する人が増加

することも考えられる。こうした人材

を有効に活用するため、ボランティア

の周知や活動をマッチングする機能を

一層強化する取組を進めるとよい。  

 社会福祉協議会等と連携した情報発

信に努めるととともに、ボランティア

コーディネーターの育成などにより、

マッチング機能の強化を図ってまいり

ます。 

 

（２）表記の方法等に関するもの 

番号  意 見 の 内 容 意見に対する県の考え方  

３  

年次把握がし易いように、年代は元

号・西暦を併記すべき。今後を考える

と、西暦のみ表記に統一すべきではな

いか。  

 計画策定時点では新元号が決定して

いないことから、過去の取組について

は西暦・和暦を併記し、今後の取組に

ついては西暦のみの記載を基本としま

した。  

４  

県民には馴染みの薄いであろう専門

用語・行政用語が多数見受けられるの

で、用語解説の追加をお願いする。  

 巻末に「用語解説」を掲げ、専門的

な用語等に関するわかりやすい説明を

加えました。  

 

（３）その他（パブコメの実施方法） 

番号 意 見 の 内 容 意見に対する県の考え方  

５  

期間中に県内では豪雨災害が発生、

資料参照・意見作成もままならない県

民も多く、今回の意見募集の回答も再

提示の上での再意見募集、あるいは当

本パブリック・コメントは、「山口

県パブリック・コメント制度実施要綱

」に基づき実施しています。 

 意見募集の時期・期間については、各



意見募集の期間延長を御検討いただき

たい。 

々の計画等作成過程の中で決定してお

り、期間延長等の予定はありません。 

６  

行政では、１企業の申請に対して、

内規に定める期間を超過して「資料不

足」を理由に「資料再提出」を指示し、

数年単位の長期検討を実施した例があ

るはず。「県民＝主権者」からの「資

料不足又は期間不足による意見募集の

期間延長/再実施」の要請を断るのであ

れば、その理由を明示すること。  

７  

今回の意見募集の広報・記事扱いが

実際どの程度あったのか、後々「広報

が十分なされたか」を判断する為にも、

県のホームページでは無く、一般県民

が広く目にする新聞にどう広告掲載し

たか、記事掲載されたのか、『具体的 (媒

体、掲載日、大きさ)』に提示されたい。 

パブリック・コメントの実施につい

ては、記者配布を行い、県ホームペー

ジに掲載するとともに、７月１５日付

けの山口新聞への新聞広告の掲出によ

り、広報に努めました。  

県広報誌は年４回の発行となってお

り、原稿を入稿する時期との兼ね合いか

ら、主に速報性のある県ホームページや

新聞広告等を活用した広報に努めてい

ます。 

 限られた予算の中、いかに効果的に

広報を行うか、今後とも検討してまい

ります。  

 

８  

意見募集期間中の８月発行の県広報

紙にパブリック・コメントの記述は全

くなかった。県広報には、常時「県民

意見募集をしている場合がありますの

で県ホームページを御確認願います」

といった一般的広報を掲載してほし

い。パブリック・コメント /県民意見募

集の一般的広報の掲載が無い理由を明

示願う。  

また山口新聞 7/15 に新聞の下５段

程度掲載でパブリック・コメント 14 件

の記述があったが、１件での小さい新

聞広報より、「山口県広報」の大きい

広報内の記載の方が県民の目に留まる

可能性も高まると思われる。意見募集

期間内の「山口県からのお知らせ  山

口県広報」には、常時「パブリック・

コメント/県民意見公募」実施中の広報

実施をお願いする。  

９  

パブリック・コメントの期間が１ヶ

月の期間である一方、県広報紙は隔月

或いは３ヶ月の間隔 (５月発行の次が

８月発行)となっている。県の施策広報

の為には最低各月発行が必要な県広報

紙を、隔月（以上の間隔）での発行と

している理由を明示願う。  



１０  

これまでの「パブリック・コメント /

県民意見募集」の広報についての意見

に対する回答内容や、意見送付県民

数・意見数から、当「県民意見の募集」

の広報は十分になされたと考えている

か。十分か不十分かの判断を明らかに

されたい。  

１１  

パブリック・コメントが同一期間に

14 件と極端な案件集中となっている。

県行政として「意見募集の集中」につ

いて対応を取っているのか、取ってい

ないならばその理由を、取っているの

であればなぜ今回 14 件の集中が発生

したのか明示願う。  

総合計画である維新プランの策定に

併せて、関連する各部局の施策別計画

も改定しているところであり、６月県

議会における素案の審議を経て直ちに

パブリック・コメントを開始したこと

から、結果として時期が集中したとこ

ろです。  

１２  

 県民からの意見募集の他に、住民・

関係者・専門家、或いは市町自治体か

らの直接の意見聞き取り等を実施すべ

きである。  

 本計画は、学識経験者、保健・医療

・福祉関係団体等関係者及び公募委員

により構成される「山口県社会福祉審

議会」や「山口県地域福祉支援計画策

定検討委員会」、各市町及び社会福祉

協議会との連絡会議等において、関係

者からの意見をお聴きし、その意見を

踏まえて策定しています。  

 

       

    

 


